
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係

特例地域相談支援給付費の支給

障害者自立支援法

第５１条の１５第１項

（電話 ６２１－５１７１）

特例地域相談支援給付費の支給決定は、障害者自立支援法第５１条の
１５に定めるところにより行うことができる。

（特例地域相談支援給付費）
第５１条の１５ 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第５１条
の６第２項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生
じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地
域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生
労働省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用
について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。
２ 特例地域相談支援給付費の額は、前条第３項の厚生労働大臣が定め
る基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域相談支援
に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要し
た費用の額）を基準として、市町村が定める。
３ 前２項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し
必要な事項は、厚生労働省令で定める。

介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 ３０日（休日を含む）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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